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１．給付施設の「利用定員設定」について【概要】 

 子ども・子育て支援新制度では、運営費等の各施設への給付は、 

  ①特定教育・保育施設＜保育所・幼稚園・認定こども園＞への施設型給付 

  ②地域型保育事業者＜小規模保育事業者・家庭的保育事業者等＞への地域型保育

給付 

 に分かれますが、①②ともに、施設ごとに、認可定員の範囲内で市が利用定員を設定

したうえで、運営基準等を満たしていることを確認し、支払いを行います。 

この「利用定員設定」にあたり、子ども・子育て会議の意見を徴取するものとなって

います。 
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※参考 認可定員と利用定員との違い 

認可定員 教育・保育施設の設置にあたり認可された定員 

利用定員 
子ども・子育て支援法に基づく、給付費算定の基礎となる定員 

（認定区分（１～３号認定）ごとに定めます。） 

 

 

２．確認・利用定員設定対象施設 

（１）民間保育所の新設 

施設名称 レイモンド東矢倉保育園 

所在地 草津市東矢倉１丁目５番１８号 

類型 保育所 

開園予定日 令和元年８月１日 

利用定員 

２号認定 

（保育３～５歳） 
４８人 

３号認定 

（保育０～２歳） 
３２人 

施設整備 有 

 

（２）利用定員変更施設 

施設名称 草津保育園 

所在地 草津市東矢倉１丁目３番２２号 

類型 保育所 

変更予定日 令和元年９月１日 

利用定員 

２号認定 

（保育３～５歳） 

現認可、利用定員 認可、利用定員 

８４人 １４４人（＋６０人） 

３号認定 

（保育０～２歳） 

現認可、利用定員 認可、利用定員 

５６人 ５６人（変更無） 

施設整備 有 

 


